
第２節 警察活動のささえ

１ 警察の組織

我が国の警察組織は，都道府県の警察機関と国の警察機関から構成されている。まず，個

人の生命，身体及び財産の保護に任じ，公共の安全と秩序の維持に当たるという警察の責務

を遂行するため，都道府県を単位として，都道府県警察が置かれ，これら都道府県の警察機

関をその所掌事務の範囲内で指揮監督する国の警察機関として，警察庁が置かれている。さ

らに，警察庁には，その地方機関として，管区警察局等が置かれている。

（１） 国と都道府県の警察組織の概要

ア 警察庁の組織

警察庁には，警察庁長官とその補佐機関としての次長のほか，内部部局として，長官官房，

生活安全局，刑事局，交通局，警備局及び情報通信局が置かれ，長官官房には国際部が，刑

事局には暴力団対策部がそれぞれ置かれている。また，警察庁の附属機関として，警察大学

校，科学警察研究所及び皇宮警察本部が置かれ，地方機関として，管区警察局，東京都警察

通信部及び北海道警察通信部が置かれている。

警察庁長官は，国家公安委員会の管理の下に，警察庁の所掌事務について都道府県の警察

機関を指揮監督するほか，内閣総理大臣から大規模災害等に際して緊急事態の布告が発せら

れたときは，布告地域を管轄する都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長に対し必要

な命令，指揮を行うなど警察法に基づく権限を有している。

イ 都道府県警察の組織

都道府県警察は，都道府県に置かれる機関であり，都警察の本部として警視庁が，道府県

警察の本部として道府県警察本部が置かれ，都道府県の各地域を管轄する警察署とその下部

機構としての交番，駐在所が置かれている。また，都道府県警察の長として，都警察には警

視総監が，道府県警察には道府県警察本部長が置かれている。なお，北海道は，その区域を

五つの方面に分け，道警察本部の所在地（札幌）を管轄する方面以外の方面については，そ

れぞれ方面本部が置かれている。

（２） 管区警察局の役割とその活動状況

ア 管区警察局の組織

管区警察局は，警察庁の機能を地域を分けて分掌する機関で，東北管区警察局，関東管区

警察局，中部管区警察局，近畿管区警察局，中国管区警察局，四国管区警察局及び九州管区

警察局が設けられている。なお，北海道及び東京都は，管区警察局の管轄区域外とされてい
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る。

イ 管区警察局の役割と活動状況

管区警察局は，広域対応を必要とする警察事象その他の国の公安に係る警察事象に関する

警察活動を始め，監察や教育訓練，警察情報通信等の業務について，主体的な役割を果たし

ている。

（ア） 広域犯罪の捜査

広域対応を必要とする銃器・薬物事犯や広域にわたる殺人，強盗等の重要事件に係る合同

・共同捜査，広域捜査隊の運用，捜査員の広域運用等に関して管轄区域内の各府県警察に対

する必要な指導調整を行っている。

［事例］ 関東管区警察局は，１１年１月から４月までの間に，山梨県，静岡県，愛知県及び

石川県で発生したカッターナイフ使用の連続持凶器深夜スーパー対象強盗事件につい

て，その手口，被疑者像等を分析するとともに，関係県警察に対し，共同捜査に関して

指導を行った。

（イ） 広域組織犯罪対策

外国人犯罪組織や暴力団に係る広域事件の捜査に関して，管轄区域内の各府県警察に対す

る指導調整を行うとともに，それらの情報収集等に努めている。

［事例］１１年１１月，中国管区警察局は，来日外国人犯罪組織の摘発と組織壊滅のために，

関係府県警察の捜査幹部を召集して合同捜査会議を開催し，具体的な捜査方針を決定す

るとともに，犯罪組織に関する情報交換を行って取締り体制を確立するなど，関係府県

警察間の連携強化を図った。

（ウ） 大規模災害対策

管区警察局は，大地震等の大規模災害が発生した場合には，被災情報，交通状況等に関す

る情報の収集に当たるとともに，管区警察局ごとに編成された管区機動隊，広域緊急援助隊，

管区警察局等に設置された機動警察通信隊の派遣に関する必要な調整を行っている。また，

警察車両の緊急通行を確保するための広域的な交通規制を的確に実施するための措置を講じ

ている。

［事例１］１１年９月，九州管区警察局は，台風第１８号の発生に際し，災害対策官を長とす

る「災害警備連絡室」を設置するととともに，多大な被害が発生した熊本県に対し，災

害対策官を派遣して被災状況等の情報収集に努めた。

［事例２］１１年１１月，近畿管区警察局は，大阪市此花区において同管区内各府県警察の広

域緊急援助隊を召集し，部隊輸送訓練，被害情報収集訓練，緊急交通路の確保訓練，被

害者の救出救助訓練等の総合的な災害警備訓練を実施した。

また，情報通信部や各府県通信部から機動警察通信隊員を召集し，通信機器の現場設
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置訓練を行うとともに，訓練状況を衛星通信システムを使用して全国に放映した。

（エ） その他の広域的な警察活動

このほか，警衛，警護，警備の実施や，都道府県を越えて活動する鉄道警察隊員の活動，

高速道路における交通規制，指導取締り及び機動装備隊の運用等においても，管区警察局が

管轄区域内の各府県警察に対して指導調整を行い，警察事務の統一的かつ能率的な遂行を図

っている。

［事例］１１年４月，東北管区警察局は，管区内各県高速道路交通警察隊及び４７の関係機関

・団体で構成する「東北地区高速道路パトロール機関連絡協議会」を設立し，高速道路

においてパトロール活動を行っている関係機関との連携を図り，効果的な交通事故抑止

活動を推進した。

（オ） 監察

管区警察局では，管轄区域内の各府県警察に対する監察を随時又は計画的に行い，管轄区

域内の各府県警察の事務執行の合理化，適正化に努めている。

平成１１年中は，大規模事故，ハイジャック等の突発重大事案に備えて，初動体制や関係機

関との連絡体制の確立，各種事態を想定した実践的訓練等の諸対策の推進状況に関する業務

監察等を行った。

（カ） 教育訓練

管区警察局では，管轄区域内の各府県警察における教育水準の維持向上を図るとともに，

特に専門的な警察活動に係る警察職員の能力を充実させるため，中堅幹部職員に対する教育

訓練や身の代金目的誘拐事件等の捜査手法に関する研修会等を開催しているほか，管区機動

近畿管区警察局による各府県警察の広域緊急援助隊総合訓練
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隊や広域緊急援助隊等の各種訓練を行っている。

［事例］１１年４月，四国管区警察局は，管区内各県警察の暴力団犯罪取締り担当幹部を集

め，捜査能力の向上を目的とする研修会を開催した。同研修会では，暴力団の資金源を

根絶するため，公共工事に絡む建設業法違反事件の検挙及び多額脱税に係る課税通報事

例を題材に検討が行われた。

（キ） 警察情報通信

管区警察局では，警察活動を行う上で必要不可欠である情報通信の中核として，警察庁と

各管区警察局等を結ぶ管区間系無線多重回線及び管区警察局とその管轄区域内の各府県警察

本部等を結ぶ管区内系無線多重回線等の情報通信システムの維持管理に当たっている。

また，機動警察通信隊の編成，運用や，警察統合情報通信ネットワークシステムの運用等

に関する中核的役割を果たしている（５（１）イ，５（２）イ参照）。

（ク） その他

このほか，管区警察局では，高等検察庁，地方入国管理局，管区海上保安本部等の他のブ

ロック単位の関係機関等と共に連絡協議会を開催するなど，連携の強化に努めている。

なお，緊急事態の布告が発せられた場合は，管区警察局長は，布告区域を管轄する府県警

察の警察本部長に対し，必要な命令をし，又は指揮をするものとされており，管区警察局は，

緊急事態に際して国が治安責任を全うするために不可欠な機関として位置付けられている。

［事例］１１年７月，中部管区警察局は，中部地方を管轄する海上保安本部，入国管理局，

税関等の関係機関に呼び掛けを行い，「北陸沿岸関係機関連絡会議」を開催した。会議

では，日本海沿岸で多発した集団密入国事件の対策について意見交換等が行われるとと

もに，関係機関の緊密な連絡通報体制の必要性が確認された。

２ 警察職員

警察庁及び都道府県警察に勤務する警察職員は，警察官，皇宮護衛官，事務職員，技術職

員等で構成され，これらの職員が一体となって警察職務の遂行に当たっている。

警察が，その責務を全うしていくためには，現在警察で勤務している職員の高い士気を維

持するとともに，今後の警察を担っていく優秀な人材を確保する必要がある。そのため，職

員の待遇改善，勤務環境の整備等に努めているところであり，現在の職員だけでなく，将来

警察で勤務する者にとっても，更に魅力ある職場づくりを積極的に推進しているところであ

る。

（１） 定員

平成１２年度の警察職員の定員は，総数２６万７，５９９人で，その内訳は，表８－１のとおりで

ある。
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１２年度は，地方警察職員たる警察官の増員は行われなかった。警察官１人当たりの負担人

口は，全国平均で５５６人である（ただし，人口は１１年３月３１日現在の住民基本台帳人口によ

る。）。

（注） 阪神・淡路大震災に伴う増員については，１２年度は５０人を減じ，２５０人が措置されている。

（２） 教育訓練

警察官には，逮捕，武器使用等の実力行使の権限が与えられており，また，自らの判断と

責任で緊急に事案を処理しなければならない場合も多いことから，適正に職務を執行するた

めの良識と高度な実務能力が必要とされる。このため，警察では，警察学校と職場において，

あらゆる機会を通じて，「職務倫理の基本」を中心とする職務倫理に関する教育を最重点と

して実施しているほか，プロとしての実務能力と資質の向上に努めている。また，柔道，剣

道，逮捕術，けん銃操法等の術科訓練においては，最近の犯罪情勢にかんがみ，凶悪犯罪，

特に銃器使用犯罪に的確に対処するための実戦的な訓練に力を入れている。

警察学校においては，新たに採用した警察官に対して，警察官として必要な基礎的知識や

技能を修得させる採用時の教育訓練，各階級昇任者に対して，幹部として必要な知識と技能

を修得させる昇任時の教育訓練，特定の分野に関して高度の専門的な知識と技能を修得させ

る各種の教育訓練等を実施している。また，その教育効果を高めるため，ゆとりのあるカリ

キュラムの設定やクラブ活動の実施，学生のプライバシーに十分配慮した学生寮の改善等の

教育環境の整備を行っている。

職場においては，警察官の能力開発の基本的な手法として，上司等による日常の勤務を通

じての個人指導（ＯＪＴ）を始め，各種の研修会・講習会の開催，小集団活動の推進等の多

角的な教育訓練を積極的に行うとともに，各種資格取得奨励制度等の自己啓発を支援するシ

ステムの拡充に努めている。

なお，極めて卓越した専門的技能や知識を有する職員を「警察庁指定広域技能指導官」に

指定するなどして，職員に対する専門的な実務指導に当たらせている。

さらに，国際化に的確に対応するため，各種語学教育を積極的に推進するとともに，職員

を外国の語学学校や警察機関等に派遣し，語学力と実務能力の向上を図っている。

表８－１ 警察職員の定員（平成１２年度）

注：１ 都道府県警察については条例で定める定員である。
２ 都道府県警察の警察官には，一般職の国家公務員である警視正以上の階級にある
警察官５７０人を含む。

総数（人）
警 察 庁 都 道 府 県 警 察

計 警 察 官 皇 宮
護 衛 官 一般職員 計 警 察 官 一般職員

２６７，５９９ ７，６４０ １，４３１ ９２２ ５，２８７ ２５９，９５９ ２３０，７５６ ２９，２０３

－２７１－



また，市民の立場から親切かつ適切に職務を行うため，民間企業への派遣研修，部外講師

による応接マナー講習会，応接指導者研修等を行っている。

（３） 勤務

ア 警察職員の勤務

警察では，その責務を果たすため，２４時間警戒態勢を確保している。そこで，交番勤務等

を行う地域警察官を始め，全警察官のおおむね４割は，交替制勤務で３日ないし４日に１度

の夜間勤務を行っている。交替制勤務以外でも，警察署に勤務する警察官の多くは，１週間

に１度程度の割合で夜間勤務に従事している。また，犯罪捜査を始め，事件，事故及び災害

への対応のため，勤務時間外に長時間にわたり困難な業務に当たることが多い。

このような警察職員の勤務の特殊性にかんがみ，これまで，駐在所勤務員の複数化，交番

等の勤務環境の改善，階級別定数の見直し，巡査長制度の見直し，完全週休二日制導入に伴

う勤務制度の改善，年次休暇の計画的取得の促進，超過勤務手当等の給与の改善等を図って

きたが，今後とも職員の待遇改善を積極的に推進することとしている。

イ 警察官の殉職，受傷

警察官は，個人の生命，身体及び財産を保護し，公共の安全と秩序の維持に当たるため，

自らの身の危険を顧みず職務を遂行し，その結果，不幸にして職に殉じたり受傷したりする

場合がある。平成１１年においては，高速道路の出入口で交通取締りを行っていた警察官が，

停止を求めた違反車両に急発進されて路面に転倒し殉職する事案，来日外国人による裏ロム

使用の窃盗事案を捜査中の捜査員らが被疑者らを逮捕する際に，特殊警棒や催涙スプレー等

で抵抗を受け，７人が受傷する事案等が発生した。

このように，職に殉じたり受傷した警察官又はその家族に対しては，公務災害補償制度に

よる公的補償のほか，警察関係厚生団体による子弟に対する奨学金等，各種の措置がとられ

ている。また，危険な状況下での警察官の果敢な職務執行をたたえるものとして賞じゅつ金

の支給等の措置がとられている。

（４） 女性警察職員

平成１２年４月１日現在，全国の都道府県警察には，警察官約８，５００人，交通巡視員，少年

補導職員等の一般職員約１万２，３００人の女性が勤務している。

女性の警察官の働く分野も次第に拡大され，交通の指導取締り，少年補導，女性の留置，

保護，広報等の分野のみならず，犯罪捜査，鑑識活動，暴力団対策，警衛・警護，情報分析，

レスキュー，ヘリコプター操縦等の幅広い分野に及んでいる。また，警視や警部等，上位の

階級の女性の警察官も増えている。

なお，民間企業と契約した「ベビーシッター制度」等，女性が働きやすい職場環境の整備

も積極的に進められており，全国の警察組織において，更に多くの女性が幅広い分野で活躍
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することが期待されている。

（５） 採用への総合的取組み

平成１１年度に都道府県警察の警察官採用試験を受験した者は約１５万８，０００人，合格した者

は約７，２００人（うち大学卒業者は約５，０００人）であり，競争倍率は約２２倍であった。

警察官としてふさわしい能力と適性を有する人材を確保することは，警察力の基盤強化を

図る上で極めて重要な意義を有しており，このため警察ではこれまでも人材の確保に努めて

きた。しかし，今後，警察官の採用必要数が増加していくことが見込まれる反面，若年人口

は減少していくことなどから，警察官の採用をめぐる情勢についても，厳しさを増すことが

予想される。このような情勢を踏まえ，今後とも優秀な人材の確保を図るため，中途採用，

受験年齢の引上げ等採用の複線化を行うとともに，勤務環境を改善し，快適な独身寮の整

備，拡充等を始めとする各種施設の整備を図るなど，魅力ある職場づくりのための施策を積

極的に推進している。

なお，中途採用については，悪質・巧妙化する知能犯罪や化学物質を悪用した犯罪，多発

する来日外国人犯罪等に対処するため，財務，情報処理，化学物質等に関する専門的知識・

技能を有する者，外国語による取調べや折衝能力を有する者等の警察官としての採用を推進

している。

３ 予算

警察予算は，国の予算に計上される警察庁予算と各都道府県の予算に計上される都道府県

警察予算とで構成される。警察庁予算には，警察庁，管区警察局等国の機関に必要な経費の

みならず，都道府県警察が使用する警察用車両やヘリコプターの購入費，警察学校等の増改

女性の警察官
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総　額�
2,903億�
3,600万円�

図８ー１　警察庁予算　　　　　�
　　　　　（平成11年度最終補正後）�

 その他�
   524億�
   600万円�
　  （18.1）

人件費�
　 　903億�
　       3,100万円�
　　　  （31.1％）

装備，通信，施設費�
789億6,700万円�
（27.2）　　　

国  費

2,217億400万円�
（76.4）

補助金�
686億3,200万円�
（23.6）

図８ー２　都道府県警察予算　　　�
　　　　 （平成11年度最終補正後）�

人件費�
2兆7,765億9,200万円�

（79.8％）

その他�
3,536億�
8,600万円�
　（10.2）施設費�

3,492億�
2,800万円�
　   （10.0）

総　額�
3兆4,795億�
600万円�

築費，特定の重要犯罪の捜査費等の都道府県警察に要する経費や都道府県警察への補助金が

含まれている。

平成１１年度の警察庁当初予算は，総額２，５８６億５，３５８万円で，前年度に比べ５７億４，７１２万円

（２．３％）の増加であり，国の一般歳出総額の０．５５％を占めている。

当初予算の編成に当たっては，ハイテク犯罪対策の抜本的強化，深刻化する少年非行情勢

への的確な対応，交通安全対策の強化等について重点的に予算措置している。

また，１１年度の国の予算においては，補正予算が組まれたが，警察庁においては，情報通

信・科学技術振興等経済発展基盤強化特別対策，九州・沖縄サミット開催準備，原子力災害

対策等の経費として，合計３５３億７０万円に上る予算を措置した。最終補正後の警察庁予算現

額の内訳は，図８－１のとおりである。

１１年度の都道府県警察予算は，各都道府県において，それぞれの財政事情，犯罪情勢等を

勘案しながら編成されているが，その総額は３兆４，７９５億６００万円で，前年度に比べ１０２億５，０００

万円（０．３％）増加し，都道府県予算総額の６．３％を占めている。その内訳は，図８－２のと

おりである。

警察庁予算と都道府県警察予算の合計額（重複する補助金額を控除した額）を国の人口で

割ると，１１年度の国民一人当たりの警察予算額は約２万９，０００円となる。

４ 装備

（１） 機動装備隊の活動

機動装備隊は，事件，事故及び災害が発生したときに，現場における装備面からの支援を

第８章 公安委員会と警察活動のささえ
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充実・強化する目的で全国的に設置された警察装備に関する特別部隊である。

日常的には，装備品を維持・管理し，その操作方法の指導，各種装備品に関する部門間の

調整等を任務としている。また，事件，事故等に際しては，必要な装備品を現場に搬送して

操作するなどの各種支援活動に取り組んでいる。

［事例］ 兵庫県警察機動装備隊は，２４時間体制による現場支援体制を確立し，捜査，事故

等の現場に装備品を搬送して操作するなど，昼夜を問わない支援活動を行っており，１１

年１１月には，イラン人等による薬物密売事案捜査において，警察が保有しない大型投光

器を民間リース業協会を通じて民間業者から借り受けた上，現場に搬送，操作したほか，

災害活動用に整備しているファイバースコープを活用するなど，捜索活動の支援を行っ

た。

（２） 車両，船舶，航空機

ア 車両

警察用車両には，捜査用車，鑑識車等の刑事警察活動用車両，交通パトカー，白バイ等の

交通警察活動用車両，警らパトカー，移動交番車等の地域警察活動用車両等が約３万台ある。

平成１１年度は，重大テロ等対策用車両，少年非行対策用車両，交通安全対策用車両等を増

強整備したほか，ハッカー対策用車両を新たに整備した。

今後も，警察事象の広域化，複雑化等に的確に対応して，国民の負託にこたえていくため，

警察機動力のかなめである警察用車両の整備・充実を一層図っていく必要がある。

警察用車両

警察用船舶
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イ 船舶

警察用船舶は，全長５メートルから２３メートル級のものが全国に約２００隻あり，港湾，離

島，湖沼等に配備され，多様化する水上レジャーの安全指導，水難救助，けん銃，覚せい剤

等の密輸事犯の取締り等の水上警察活動に活用されている。

今後の警察用船舶の整備に当たっては，水上警察事象の広域化，高速化に対応するため，

大型化，高速化，高性能化を更に図っていく必要がある。

なお，水上警察活動については，第２章第１節２（２）ア参照。

ウ 航空機

警察用航空機は，すべてヘリコプターで，昭和３５年より配備を始め，全国に約８０機配備さ

れている。

警察用航空機は，空からのパトロール，犯人の捜索や追跡等の捜査活動，交通指導取締り，

災害時等の救難救助や情報収集等警察活動全般にわたる幅広い分野で活動している。

今後とも，災害対策を含む警察活動全般をより効果的に遂行するため，引き続き警察用航

空機の整備・充実を図っていく必要がある。

なお，警察用航空機の活動については，第２章第１節２（２）ウ参照。

（３） 警察装備の開発改善・整備

警察では，警察活動の基盤となる装備品に，最先端科学技術を導入することによって，警

察業務の効率化と高度化に努めている。

平成１１年度においては，第一線警察からの要望が多い銃器事犯対策用装備品，車両搭載装

備品等の開発改善に努めたほか，九州・沖縄サミット開催に伴う各種装備品や茨城県におけ

るウラン加工施設事故を教訓として，原子力事故災害発生時における装備品を整備した。

警察用航空機 原子力事故災害対策用資機材

第８章 公安委員会と警察活動のささえ
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５ 警察活動と情報通信

（１） 危機管理を支える警察情報通信

警察では，全国のあらゆる場所，あらゆる形態で発生する事件，事故及び災害に即座に対

応できるように，警察の神経系統となる各種情報通信システムを独自に開発，導入し，その

全国的整備，高度化に努めている（主要な警察の情報通信システムは，表８－２参照）。

また，各都道府県単位に国の機関である通信部を設置し，各種情報通信システムの間断な

い管理・運営に努めているとともに，管区警察局には情報通信部を設置して，広域・重大事

案発生時の通信施設の運用等に関する指導調整等の業務を行っている。

なお，警察の情報通信基盤は，自営の無線多重回線，衛星通信回線，電気通信事業者から

借り上げた専用回線等により構成されており，これらを活用して，警察庁から警察本部はも

ちろん，第一線の警察署や交番に及ぶ全国的な各種情報通信システムを構築し，警察業務上

不可欠な情報伝達を行っている。

無線中継所（無線多重回線）

衛星通信車
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表８－２ 主要な警察の情報通信システム

区 別 概 要

固 定 通 信 警察庁と各管区警察局等を結ぶ管区間系無線多重回線及び管区警
察局とその管轄区域内の各府県警察本部等を結ぶ管区内系無線多
重回線等から構成されており，各種情報通信システムの基盤と
なっている。これらを災害に強く効率的な情報の伝達が可能なも
のとするため，警察庁から第一線の警察署に至る伝送路の２ルー
ト化やデジタル化を推進している。

衛 星 通 信 大規模な事故や災害に際して，現場の状況を把握して的確な指示
を行うため，ヘリコプターテレビシステム等で撮影した映像等の
伝送に衛星通信を活用している。警察では，全国の警察本部等に
固定設備を，各管区警察局等には衛星通信車を整備している。

移

動

通

信

車載通信系 主に都道府県警察単位で使用される無線通信系で，警察本部の通
信指令室を中心に，警察署，パトカー，白バイ，警察用船舶，ヘ
リコプター等の間の通信を行う。

携帯通信系 機動隊による部隊活動等，主として局地的な警察活動において使
用される無線通信系で，無線中継所を介することなく無線機相互
で通信を行う。

署 活 系 警察署の管轄区域単位で使用される無線通信系で，警察署とその
警察署に所属する警察官又は警察官相互で通信を行う。

ＷＩＤＥ通信
シ ス テ ム

複数の都道府県にまたがった広域的な無線通信系を構成すること
ができるシステムである。このシステムは，一斉指令通信機能（広
域事件等が発生した場合，都道府県境を越えた専用の無線通信系
を構成する機能）と警察電話との接続機能を併せ持ち，ホットラ
イン（ダイヤルすることなく送受話器を上げるだけで，あらかじ
め設定された端末等に接続する機能）の設定等も可能である。
（ＷＩＤＥ : Wireless Integrated Digital Equipment）

通信指令システム 都道府県警察において，１１０番通報を受け付け，必要な手配や指
令を行うためのシステムである。パトカーの位置とその活動状況
を自動的に表示するカーロケータ・システムや，事件発生現場周
辺の地図を瞬時に表示する地理情報システム等，通信指令業務の
効率化に資する各種支援システムの導入を推進している。

情報管理システム 警察庁のコンピュータと各都道府県警察の警察本部等のコン
ピュータを接続して全国的なネットワークを構築するとともに，
各都道府県警察においても，警察本部のコンピュータと警察署，
交番に設置するコンピュータからなるネットワークを構築してい
る。第一線で活動している警察官からの照会に対して必要な情報
を回答するほか，全国的に即時に情報を伝達できる電子メールや
掲示板の機能，各部門間での情報検索を可能にするデータベース
の機能が利用できる。

警察統合情報通
信ネットワーク
シ ス テ ム

警察庁，各管区警察局を結ぶ情報通信基盤として，各都道府県警
察に設置されるＬＡＮと相互に接続することにより，全国的な
ネットワークを構成しており，情報管理システムの一部として機
能している。
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ア 大規模災害に対して強じんな警察情報通信

警察では，大規模災害発生時等には，通信需要が急増する箇所に必要な回線を割り当てた

り，被災地における警察無線やヘリコプターテレビの映像を警察庁等へ送ったりするなど，

警察独自の情報通信システムを適宜柔軟に活用している。また，全国に警察通信職員を配置

し，被災した箇所の迅速な復旧や平時における維持管理に努めている。

イ 機動警察通信隊の活動

大規模な災害，事故，事件等が発生した

際に，現場の警察官と警察本部との間にお

ける連絡や指揮命令が円滑に行われるよう

に，各都道府県の通信部に設置された機動

警察通信隊が出動して，応急通信回線を確

保している。

機動警察通信隊は，平成１１年８月に発生

した神奈川県内における玄倉川中州キャン

プ者水難事故，９月に発生した熊本県内に

おける高潮災害等の発生時において，ヘリコプターテレビや地上のテレビカメラで撮影した

現場の映像を，衛星通信車等を利用して警察庁，警察本部等に伝送したほか，小型航空機墜

落事故等の山中における捜索等の際には，臨時の無線中継所の開設や臨時電話の設置等を行

い，応急通信回線の確保に活躍した。

また，どのような事案においても臨機応変に対応することができるようにするため，実践

的訓練を行っている。

ウ 広域事件捜査における警察情報通信

被疑者が頻繁に移動するような広域事件の場合は，捜査活動の範囲も広域にわたることと

なる。

このため，警察では，ＷＩＤＥ通信システムや自動車ナンバー自動読取システム（第１章

第１節２（５）イ（ア）ｂ（ａ）参照）を導入し，広域事件捜査の効率化に努めている。

エ 市民生活を守る警察情報通信

市民生活を守る警察活動を迅速かつ的確に行うためには，市民からの通報の第一線の警察

官への伝達や，第一線の警察官相互間の情報交換が円滑に行われることが必要である。

このため，警察では，通信指令システムやその支援システムの高度化を図っているほか，

第一線警察官の使用する警察移動無線の整備拡充に努めている。

（２） 警察行政の情報化

警察においては，警察行政の情報化を総合的・計画的に推進しているところであり，平成

機動警察通信隊の活動
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１０年５月には，１０年度を初年度とした五箇年計画として「警察行政情報化推進計画」を策定

し，警察内部における各種情報の共有化を一層推進することとしている。この計画に基づき，

業務の効率化，合理化及び市民サービスの向上に努めているほか，インターネット・ホーム

ページを利用し，情報の提供，パブリック・コメント等を実施している。

ア コンピュータ・ネットワークによる情報共有化の推進

警察においては，犯罪捜査，運転者管理等多方面にわたる各種業務の効率的遂行を支える

ため，全国的なコンピュータ・ネットワークを構築し情報の共有化を推進している（表８－

２）。

イ 犯罪捜査のための照会業務の効率化

警察では，各都道府県警察から手配された「人（家出人等）」，「車（盗難車等）」，「物（盗

難品等）」に関するデータを大型コンピュータで管理し，第一線の警察官からの照会に対して

回答する業務を２４時間体制で運用している。また，これらの照会は，各都道府県警察の警察

本部やパトカーの端末装置等から，速やかに行うことが可能である。

さらに，各都道府県警察が保管している被疑者写真等や犯罪手口原紙等の画像情報を警察

庁に登録し，各都道府県警察からオンラインで検索できる画像情報検索システムや，被疑者

指紋を登録し，犯罪現場に残された遺留指紋と登録された指紋との照合等を行うことができ

る指紋自動識別システム（第１章第１節２（４）イ（ア）ｃ参照）を整備し，被疑者の割り

出し等犯罪捜査の効率化を図っている。

ウ 市民サービスの情報化

１１年末現在，日本での運転免許保有者数は，約７，４００万人である。警察では，免許証の迅

速な交付，免許証の二重取得の防止等を図るため，運転免許保有者に関するデータ及び交通

違反に関するデータを警察庁の大型コンピュータで管理することにより，免許の取消し，停

止等の行政処分の業務の効率化を図っている。

また，警察署における遺失・拾得物の受理，遺失者への返還等の窓口業務や自転車防犯登

録業務等にコンピュータを活用し，市民サービスの向上を図っている。

（３） 犯罪捜査への技術的取組み

急速に進展する情報通信技術を背景に急増するハイテク犯罪に対応するため，警察庁で

は，電磁的記録を解析したり，ハイテク犯罪に係る手口を解明するための機器等，最新の設

備の整備を推進している。都道府県警察におけるハイテク犯罪捜査のため，インターネット

へ接続できるシステム等の整備を推進するとともに，技術的中核となる警察庁技術センター

には，高速演算装置を始めとする高度な解析用機器を整備し，都道府県警察において解析が

困難な場合に，これらの機器を使用し解析に当たっている。

さらに，警察各部門へのハイテク犯罪捜査に係る技術的ノウハウの提供，インターネット
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等から得られる最新技術情報の収集及びハイテク犯罪に関するデータベースの構築による情

報の共有化に努めているほか，ハイテク犯罪捜査に従事する者に必要となる技術・知識に関

する各種の教育訓練を実施している。

６ 留置業務の管理運営

平成１１年末現在，全国の留置場の設置数は１，２８６か所で，年間延べ約３６５万人（１日平均約

１万人）の被逮捕者，被勾留者等が留置されている。

警察では，これまでも捜査と留置の分離の徹底を図りつつ，被留置者の人権に配慮した処

遇及び施設の改善を推進してきたところであるが，１１年６月，我が国が拷問等禁止条約（拷

問及び他の残虐な，非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約）を締結し

たことを受け，国際的にも評価される適正な留置業務の運営を一層推進することとしてい

る。

被留置者の処遇については，月２回健康診断を実施するほか，感染症対策資機材を設置し，

被留置者の健康管理を図っている。さらに，ラジオ，日刊新聞紙の備付け，食事内容の改善等

にも努めている。また，急増する外国人被留置者の処遇の適正を図るため，洋式トイレやシ

ャワ－装置を設置したり，被留置者の母国語の音声と文字によって留置場における処遇等を

教示できる機器の整備を推進している。女性の被留置者については，女性の特性に十分に配

明るい留置場

女性専用留置場（被留置者は模擬）
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慮した処遇を行うほか，その処遇全般を女性の警察官が行う女性専用留置場の設置も推進し

ている。

留置場施設については，被留置者の人権に配意しつつ，その改善，整備に努めている。例

えば，被留置者のプライバシーを保護し，その生活環境の改善を図るため，留置室を横一列

の「くし型」に配置し，その前面にはしゃへい板を設置することとしているほか，留置室内

トイレの構造の改善，留置場内の冷暖房化等の施設改善を推進している。

警察庁では，以上のような，留置業務の運用面，施設面での適正を確保しつつ，被留置者

の処遇の全国的斉一を図るため，全国の留置場について計画的に巡回視察を実施している。

７ 警察官の職務に協力援助した者等に対する救済

市民が社会公共のため現行犯人を逮捕したり，人命救助を行うなど警察官の職務に協力援

助して，負傷し，疾病にかかり，障害を負い，又は死亡した場合は，本人やその家族の生活

の安定を図るため，その程度に応じて国又は都道府県が救済を行っている。

平成１１年に，警察官の職務に協力援助して死亡し，又は受傷した市民は，死者１４人，受傷

者２１人で，前年に比べ死者は２人増加し，受傷者は７人減少した。

［事例］１１年６月，協力援助者は，友人のアパートに向かう途中，警報機が鳴って遮断機

が下りているにもかかわらず踏切内に入っていく男性を発見した。この男性を救助する

ため踏切内に入り，安全な場所に移動させようとしたが，折から進行してきた電車に接

触され，死亡した。この事案については，葬祭給付と遺族給付が支給された（神奈川）。

８ シンクタンクの活動

（１） 警察政策研究センターにおける活動

警察政策研究センターでは，警察が現在直面する課題や将来生じ得る治安かく乱要因に関

する調査研究を進めるとともに，警察と学者等有識者との交流の窓口として活動している。

平成１１年には，警察政策学会及び中央大学との共催により，中国及び欧州における組織犯

罪対策に関するフォーラムの開催等を行った。

［活動例］ 中国の組織犯罪対策に関するフォーラム

１１年６月，中国から学者を招き，中国の組織犯罪の情勢と対策をテーマに，警察政策

学会との共催でフォーラムを開催した。同フォーラムでは，中国における組織犯罪の現

状，法整備に重点を置いた組織犯罪対策，国際協力の重要性等に関する講演と意見交換

が行われた。

（２） 警察通信研究センターにおける活動

警察通信研究センターでは，情報通信システムに関する技術，暗号技術等，警察活動にか
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かわる情報通信技術について研究し，これらを応用した新しい警察通信機器等の開発や捜査

活動等の支援を行っている。さらに，急速に進展する高度情報通信社会に対応するため，ハ

イテク犯罪の技術的な研究を行うなど，研究活動の充実に努めている。

［研究例１］ ＶＴＲ画像の鮮明化に関する研究

防犯カメラとして今後普及の見込まれるデジタルビデオに対応可能なシステムの開発

を行い，画像処理システムへの画像の取り込み手法に関する研究を行った。

［研究例２］ 無線通信の通信品質の向上に関する研究

パトカー等に搭載している無線機の通信品質の向上を図るため，基地局アンテナの偏

波面に対する特性の検討を行い，偏波ダイバーシチアンテナの開発に関する研究を行っ

た。

［研究例３］ ネットワーク・セキュリティ技術に関する研究

ネットワークへのアタック手法やコンピュータ・ウィルスについて，実験用ネットワ

ークによる解析を行うとともに，捜査に効果的な技術的手法の開発を行った。

（３） 科学警察研究所における活動

科学警察研究所では，社会で問題となっている事件，事故等の背景，原因等を科学的に分

析して，これに基づいて政策提言を行うなど多様な研究を行っている。

［研究例１］ 少年の規範意識に関する研究

少年の規範意識の実態と形成要因を明らかにするため，全国の一般少年（１，６１６人）と

非行少年（６４０人）及びその保護者に対して調査を実施し，これまでに実施された調査結

果と比較検討した結果，万引きに対して「絶対にしてはいけない」と答えた者の割合が，

一般・非行少年とも約１０ポイント低下するなど，社会的逸脱行動に対する規範意識が低

下していることが示された。また，保護者の養育態度についても，しつけ教育の低下と

過剰な保護的態度が明らかとなり，これが最近の少年の社会的成熟を妨げ，規範意識を

低下させている原因の一つであることが示された。

［研究例２］ 地下鉄サリン事件被害者に関する調査

７年３月２０日に発生した地下鉄サリン事件において，警視庁に被害届を提出した者全

員（死亡した者については遺族，また，住所変更で連絡が取れなかった者を除く。）に対

して，調査協力への意向を確認の上，調査を実施した。事件後３年を経た調査時点にお

いても，回答者の半数以上が何らかの身体の異常を訴え，事件の光景が突然よみがえっ

たり（事件直後３３．０％，３年経過後１７．５％），地下鉄に乗れない（事件直後３０．１％，３年

経過後１３．９％）などの心理的苦痛も著しいことが示された。後遺症等の心配もあり，今

後も国が被害の状況を長期的に把握し（６５．０％），治療法を確立（４５．１％）することを望

んでいることが示された。
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［研究例３］ 運転者の心理及び生理的機能に関する研究

シミュレーター技術やマルチメディア技術を利用した，運転者の心理及び生理的機能

を調査する実験システムを開発し，高齢者の運転特性やアルコールが運転に与える影響

に関する実験等を行った。その結果，酒気帯び運転の基準値以下であっても，アルコー

ルが周辺視や反応時間等の運転に必要な基本的能力に影響を与える場合があることがわ

かった。また，居眠り運転を防止するために，運転者の生理的指標や車両挙動による検

知方法の検討と，音声情報を利用した居眠り運転の検知・警告方法の可能性についても

検討した。

［研究例４］ 生物・化学剤検査法の開発に関する研究

生物・化学テロ事件に対応するため，速やかに毒物を特定するための技術の開発が必

要となっている。地下鉄サリン事件等の鑑定において用いられた分析法を発展させ，土

砂等組成の複雑な試料に対しても神経ガス使用の証明を可能とする神経ガス分解物の高

感度検出法を確立するとともに，細菌毒素等の生物剤の検査法の研究開発を進めている。
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